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（
総
務
委
員
会
）

地
方
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
九
七
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
法
人
税
に
お
け
る
連
結
納
税
制
度
の
創
設
に
伴
い
、
連
結
納
税
の
承
認
を
受
け
た
法
人
に
課
す
る
法
人
住
民

税
及
び
法
人
事
業
税
に
つ
い
て
、
従
前
ど
お
り
単
体
法
人
を
納
税
単
位
と
す
る
た
め
の
規
定
の
整
備
等
を
行
お
う
と
す
る
も
の

で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
法
人
住
民
税
（
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
）

連
結
納
税
の
承
認
を
受
け
た
法
人
に
課
す
る
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
は
、
法
人
税
の
連
結
税
額
計
算
の

過
程
に
お
い
て
連
結
グ
ル
ー
プ
内
の
各
法
人
に
配
分
さ
れ
る
税
額
を
基
に
課
税
標
準
を
算
定
す
る
。

二
、
法
人
事
業
税

連
結
納
税
の
承
認
を
受
け
た
法
人
に
課
す
る
事
業
税
に
つ
い
て
は
、
法
人
税
の
連
結
所
得
計
算
の
過
程
に
お
い
て
連
結
グ

ル
ー
プ
内
の
各
法
人
に
配
分
さ
れ
る
所
得
金
額
を
基
に
課
税
標
準
を
算
定
す
る
。

三
、
施
行
期
日
等

こ
の
法
律
は
、
平
成
十
四
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日
以
後
に
終
了
す
る
連
結
事
業
年
度
分
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の
法
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
並
び
に
同
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
分
の
法
人
の
事
業
税
に
つ
い
て
適
用
す

る
。


